
生活保護受給者

Ａ さん

管財費用

５０万円！
管財費用の立替は

上限２０万円です・・・

東京地裁本庁
破産部

法テラス

予納できなければ

棄却！！

破
産

申
立

※ 生活保護受給者Ａさんが
弁護士を選任せずに破産申立

↓
管財事件とされ５０万円の予納を
命じられた結果、その予納が出来
ず、申立が棄却された事案。

総債務額 約９０万円
生活扶助 約８万円／月

援助申込

申立の内容によって判
断するのが、法律だと
思うのだけど・・・

申立の内容にかかわらず、予
納金が「弁護士を選任すれば
２０万」、「弁護士を選任しな
ければ５０万」と一律に決まっ
ているなんて、一体どんな理
由なんだろう？？


